
 

 

 

地方公共団体等による土地の先買い制度について 

 

 

公有地の拡大の推進に関する法律とは 

  県や市町村等が公共事業を円滑に進めていくためには、事業に必要な用地を前もって取得し、安 

定的に確保しておく必要があります。 

  このため、「公有地の拡大の推進に関する法律」（以下公拡法と表記）に基づく土地の先買い制

度があります。 

 

有償譲渡の届出（第４条） 

  公拡法第４条は、土地所有者が民間取引によって、以下の要件を満たす土地を有償で譲渡しよう 

とする場合、その取引が成立する前に、あらかじめ市長に届け出ることを義務づけています。 

 

〔届出が必要な場合（公拡法第４条第１項）〕 

  公拡法第４条により届出が義務づけられている土地  

 

１．次の（１）～（５）に該当する土地を含む２００㎡以上の一団の土地 

（１）都市計画施設（都市計画決定された都市施設）の区域内に所在する土地 

    注：都市施設とは、道路、公園、河川、学校、病院など、都市計画法第１１条第１項の    

  各号に定められた施設をいいます。 

（２）都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの 

   ① 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地 

   ② 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地 

   ③ 河川法により河川予定地として指定された土地 

   ④ ①から③までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める次の土地 

 ａ 文化財保護法により指定された史跡、名勝または天然記念物に係る地域内に所在する 

土地で、市長が指定し公告したもの 

 ｂ 港湾法により港湾計画に定める港湾施設として公示された土地 

 ｃ 航空法により飛行場の用に供する土地の区域として決定された土地 

 ｄ 高速自動車国道法により高速自動車国道の区域として決定された土地 

 ｅ 全国新幹線鉄道整備法により行為制限として指定された土地 

（３）大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定による土地区画 

整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、知事が指定し、主務省令で定めるとこ 

ろにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地 

（４）都市計画法により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地 

（５）都市計画法による生産緑地地区の区域内に所在する土地 

 

２．市街化区域内で５，０００㎡以上の一団の土地 

 

 



 

 

〔届出が必要ない場合（公拡法第４条第２項）〕 

  下記のいずれかに該当する場合は届出は必要ありません  

 

（１） 国または地方公共団体に譲渡される場合 

（２） 文化財保護法の適用を受ける場合 

（３） 都市計画施設または土地収用法第３号各号に掲げる施設に関する事業のために譲渡される 

場合 

（４） 都市計画法の開発許可を受けた区域に含まれる場合 

（５） 都市計画法第５２条の３、第５７条の２、第６６条に関する土地の区域に含まれる場合 

（６） 届出を行った土地で、公拡法第８条の譲渡制限期間（注１）が経過した後、有償譲渡する 

場合 

（７） 国土利用計画法第１２条により指定された区域（規制区域）に含まれる場合 

（８） 国土利用計画法第２７条の４（注視区域）、第２７条の７（監視区域）に関して第２７条 

の４による 届出をする場合 

（９） 面積が政令で定める規模未満（２００㎡未満）のもの、そのほか政令で定める要件（注２） 

を満たすものである場合 

※（７）（８）については、葛城市に該当する個所はありません 

 

 （注１）≪譲渡制限期間について≫ 

 買取り希望のない旨の通知（届出・申出の日から３週間以内）があるまで、もしくは買取り 

希望の通知があった日から３週間以内（届出・申出の日から最長６週間以内） 

 

 （注２）≪政令で定める要件≫ 

① 当該土地が農地もしくは再送放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡につき農地法 

の許可を受けることを要する場合 

② 国土利用計画法施行令第１７条の二第一項第六号に掲げるものに該当する場合 

 

 

 

 

買取希望の申出（第５条） 

   

都市計画区域内にある２００㎡以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合、 

土地所有者は当該土地の所在する市長にその旨を申し出ることができます。 

 

〔申出ができる場合（公拡法第５条第１項）〕 

 

  公拡法第４条第１項に規定する土地、その他都市計画区域内２００㎡以上の土地で、当該土地の地方

公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を申出ることができます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ＜届出・申出対象地域＞  

                                                  

 届出対象  申出対象  

 

  都市計画区域   

  都市計画施

設 

  道 路 等 

の 区 域 

 

   

 

 

  

 

 

 市街化区域   

 

 

 

 

  生産緑地地

区の区域等 

 

  

 ２００㎡以上   ２００㎡以上   ２００㎡以上   ５，０００㎡以上  

    

 ２００㎡以上   ２００㎡以上   ２００㎡以上   ２００㎡以上   ２００㎡以上  

     

 

     

   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

手続きの流れ 

 

 

 

 
土地所有者 

 

 土地を有償譲渡する場合の届出（第４条） 土地の買取り希望の申出（第５条)  

 

               

 

 市長  

 
   県、市関係部局、土地開発公社等に買取希望の有無を照会 

 

 

 

買取り希望有り  買取り希望無し 

                                                                  

 

 
 土地所有者と買取りの協議を 

 する主体を決定 

                            

                            

 通知  

 

 

 

 決定した協議主体を土地 

 所有者と協議主体の双方に 

 通知(※) 

 

 

  ※届出または申出があっ  

た時から３週間以内 

                                     

 

 

 
土地所有者と協議主体 

 

 

  
協 議 

 

 

 
協議成立 

 
協議不成立 

 

 土地所有者の自由意志で 

 第三者へ譲渡可  

 

 
売買契約締結 

  

 



 

 

「届出」または「申出」後の譲渡制限 

   

公拡法に基づく届出または申出が市の窓口で受理されてから一定期間、その土地を譲渡すること

が禁止されます。 

 

（１）「届出」または「申出」が市の窓口で受理されてから３週間以内に、市長から買取りの協議を

行う地方公共団体を決定した旨の通知があった場合 

→通知が届いてから３週間経過するまで、または協議が終了するまでが譲渡制限期間となります。 

 届出/申出                通知 

    ３週間以内       ３週間以内 

  

                譲 渡 制 限 

 

（２）「届出」または「申出」が市の窓口で受理されてから３週間以内に、市長から買取りを希望 

する地方公共団体等がない旨の通知があった場合 

→通知が届いた時点で譲渡制限は解除されます。 

 届出/申出                   通知 

     ３週間以内 

 

    譲 渡 制 限 

 

（３）「届出」または「申出」が市の窓口で受理されてから３週間以内に、市長から（１）及び 

（２）の通知がなかった場合 

→届出または申出が受理されてから３週間を経過した日に譲渡制限は解除されます。 

 届出/申出 

      ３ 週 間 

 

    譲 渡 制 限 

 

罰 則 

   

届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をしたり、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、５０万

円以下の過料に処せられることがあります。 

 

税務上の特典 

   

公拡法に基づく協議で地方公共団体等へ土地を有償譲渡した場合、租税特別措置法の規定による 

特別控除を受けることができます（最大１，５００万円）。 

 

 

 

 



 

 

届出、申出に伴う必要書類について 

   

（１）提出書類について 

① 届出の場合（第４条関係）  …… 土地有償譲渡届出書 

申出の場合（第５条関係）  …… 土地買取希望申出書 

② 位置図（１万分の１）   …… 該当箇所を朱着色 

③ 周辺状況図（２千５百分の１）  …… 該当箇所を朱着色 

④ 公図     …… 該当地番に朱着色 

⑤ 地積測量図    …… 届出等面積の判断は実測面積で行います 

⑥ 土地の登記事項証明書   …… 他の権利事項等を確認します 

⑦ 委任状     …… 代理人が届出または申出をする場合 

⑧ 建物の登記事項証明書   …… 建物がある場合のみ 

⑨ 土地の建物配置図   …… 建物がある場合のみ 

⑩ その他市長が必要とする書類 

※②、③の図面については市役所都市計画課で購入できます。 

 

（２）必要部数について    …… 正副各１部 

 

（３）提出時期     …… 契約（予約を含む）の前に提出すること 

（契約の３週間前までに） 

 

届出等にあたっての注意事項 

   

（１） 届出書等の受付等 

①  受付時間 ： 土曜日、日曜日、その他休日等を除く月曜日から金曜日の 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

②  受付窓口 ： 都市整備部都市計画課（新庄庁舎２階） 

 

（２） 届出書等提出後の取り扱いについて 

 

 提出時または提出後に記入漏れがないか点検した後、記載事項等に補正があった場合には、補正

事項について、届出書等に押印された印鑑により訂正をお願いいたします。 

印鑑がない等の理由により直ちに補正できない場合には、届出書等は受理せず、一旦返却いたし

ます。返却した届出書等については、補正事項が完全になくなった状態で再提出された日を、受理日

といたします。 

 

問い合わせ先 

    〒６３９－２１９５  奈良県葛城市柿本１６６番地 （新庄庁舎２階） 

   葛城市市役所 都市整備部 都市計画課   

   ＴＥＬ ０７４５－６９－３００１ 

   ＦＡＸ ０７４５－６９－６４５６ 


